
令和６年４月 

中野区特定不妊治療費（先進医療）助成事業について 

■助成の概要 

 中野区では、東京都特定不妊治療費（先進医療）助成事業の承認決定を令和６年４月１日以降に

受けている方に対し、保険診療の特定不妊治療と併せて実施された先進医療に係る医療費（文書料

等を除く）の一部について助成します。 

 

■対象者 

 下記全てに該当する方が対象になります。 

（１） 東京都特定不妊治療費（先進医療）助成事業の承認決定を令和６年４月１日以降に受けて

いること。 

（２） 東京都特定不妊治療費（先進医療）助成事業の承認決定を受けてから 1年以内であること。 

 （３）中野区への助成申請日(=消印日)に夫婦いずれかが、中野区に住民登録があること。 

 （４）他の区市町村から、同一の治療に対し医療費助成を受けていないこと。 

 

■助成の内容 

特定不妊治療（先進医療）に係る医療費から、東京都で承認決定された助成額を差し引いた額のう

ち、50,000 円を上限に助成します。 

※医療費が東京都の助成額を超えている場合に、区の助成対象とします。 

 

■申請期間(申請日は消印日) 

東京都特定不妊治療費（先進医療）助成事業の承認決定を受けた日から 1年以内 

※東京都の承認決定日とは、東京都の特定不妊治療費（先進医療）助成承認決定通知書の右上に記

載してある日付です。 

（例）令和６年４月２日が承認決定日 → 中野区宛て申請期限は、令和７年４月２日 

 

■必要書類 

（１）中野区特定不妊治療費（先進医療）助成申請書兼請求書（１回の申請で１枚必要です） 

（ホームページからダウンロード可。中野区役所３階 子ども総合窓口でも配布。） 

（２）東京都特定不妊治療費（先進医療）助成承認決定通知書の写し 

（３）東京都特定不妊治療費（先進医療）事業受診等証明書の写し 



（４）本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証 等） 

（５）振込先口座番号と支店番号がわかる、通帳かキャッシュカードのコピー(旧姓の口座は指

定できません。クレジットカード機能がついているものは不必要な情報を黒塗りするな

どして消してください） 

（６）夫婦が同住所ではない場合は、戸籍謄本（発行から３か月以内のもの） 

 

■申請方法と申請窓口 

・必要書類を郵送してください（消印日が申請日となります)。 

・窓口へ直接持参することもできますが、書類の受領のみとなり審査等は行いませ

んのでご了承ください。 

・助成が決定した場合は、「中野区特定不妊治療費（先進医療）助成決定通知書」

を申請者へ郵送し、お知らせします。 

・申請から助成金の振込までは、概ね 3 か月程度かかります。 

 

■申請時の注意事項 

・消すことのできるボールペンや鉛筆など記載内容が消える筆記用具は使用しない

で下さい。  

・修正がある場合は、新しく書き直してください。修正液や修正テープは使わないで

ください。  

・助成金の振込先を委任する場合は、委任状に押印ください。印鑑は、朱肉を使

うもので欠けたり、滲んでいるものは無効です。  

・書類等の確認のため、担当者から連絡することがあります。平日昼間の時間帯でご連絡が取れる

電話番号をご記入ください。 

 

〈申請窓口・問い合わせ先〉 

＜令和６年５月２日まで＞ 

〒164-8501 中野区中野４－８－１  中野区役所 3 階 子育て支援課 子ども医療助成係      

TEL 03-3228-5623 

＜令和６年５月７日から＞ 

〒164-8501 中野区中野４－１１－１９ 中野区役所 3 階 子育て支援課 子ども医療助成係 

TEL 03-3228-３２５３ 


